
                         

令和６年度 事業計画 

 

自 令和６年 ４月 １日 

至 令和７年 ３月３１日 
 
 

Ⅰ．基本的指針 

 

 コロナ禍を乗り越え、社会経済活動の正常化が加速する中、我が国の景気は穏やかに回

復している。一方で、諸物価高騰、人手不足、賃金上昇、デジタル・トランスフォーメー

ションの推進等の環境変化に苦慮している中小企業も数多い。 

 北海道法人会連合会は「税のオピニオンリーダーたる経営者の団体」として、現下の社

会経済情勢を踏まえ、税務当局及び関係諸機関の指導・支援による税務行政の円滑な推進

を図り、財政健全化の推進、地域経済や雇用を支えている中小企業の経営基盤の強化等、

税制・税務に関する提言活動を展開する。 

  また、租税教育活動の拡充強化をはじめ、税に関する研修会の開催、地域に密着した社

会貢献活動の実践、財政健全化のための健康経営プロジェクトの推進を図る。 

  法人会の組織基盤強化に向けては、広報活動を通じ法人会事業を広く紹介し、道民・企

業の法人会活動への理解を深めるとともに、組織委員会、厚生委員会、福利厚生制度協力

３社との連携を一層強化し、会員増強運動の推進と福利厚生制度の拡大を図る。 

 令和６年度において、上記基本的指針に則り、法人会の総合的な発展と地域経済社会の

活性化に資するため、全国法人会総連合及び全道３０法人会との密接な連携により、次の

事業を実施する。 
 

１．納税道義の高揚と税務知識の普及事業並びに税制・税務研究と意見具申 

 

２．全法連助成金の管理運営業務と公益研修事業の充実強化 
 

３．会員増強運動支援事業と広報活動の充実 
 

４．福利厚生制度推進支援事業 
 

５．法人会会員に対する経営支援事業 
 

６．組織・厚生委員会との連携強化 

 
 

Ⅱ．重点事業 

 

１．納税道義の高揚と税務知識の普及事業並びに税制・税務研究と意見具申 
 

  税知識の普及と納税道義の高揚を図り、適正・公正な申告納税制度の維持・発展と税

務行政の円滑な執行に寄与することを目的に、租税教育活動、税制・税務に関する提言

等、次の事業を実施する。 

また、実施にあたっては、道内法人会、全国法人会総連合、札幌国税局と連携し推進

する。 



（１）租税教育活動 

   道内の小学校生徒等を対象に、税の仕組みなどを理解してもらうため租税教育活  

動の充実を図る。青年部会では「租税教室」、女性部会では「税に関する絵はがきコ  

ンクール」を積極的に展開するとともに、全法連作成の租税教育用教材の配布等を  

通じ税知識の普及を図る。 

   税を考える週間においては、「中学生の税の作文」事業等を道内税務関係団体との

連携により推進する。 
 

（２）税務行政への協力、企業の税務コンプライアンス向上 

   札幌国税局・各税務署と連携・協力し、電子申告制度(e-Tax)の普及をはじめ、消  

費税の期限内納付、インボイス制度の周知、マイナンバーカードの普及等を積極的  

に推進する。 

   また、企業の税務コンプライアンス向上に資するため、内部統制面や経理に関する

自主点検チェックシートの活用を推進する。 
 

（３）税制改正提言全道大会 

   次年度税制改正提言事項について、全道３０法人会の総意として取り纏め提案する    

とともに、企業経営者に対する税知識の普及と納税意識の高揚を図る。 

また、大会を通じ、税のオピニオンリーダーとして経済再生と財政健全化を目指し 

た税財政改革の実現と、地域経済の担い手である中小企業の健全な成長に資する税制 

の確立を希求する。 

    第６１回北海道法人会税制改正提言全道大会苫小牧大会 

    開 催 日  令和６年９月５日（木) 

    開催場所  式典：苫小牧市民会館  懇談会：グランドホテルニュー王子 
 

（４）北海道法人会青年の集い 

   次代を担う経済人として、資質の向上と法人会活動の充実と活性化に寄与するこ  

とを認識し、活動の大きな柱である「租税教室活動」、「財政健全化のための健康経  

営プロジェクト」をより一層推進するため、会員相互の連携強化と情報交換の場とし

て開催する。 

    第３２回北海道法人会青年の集い富良野大会 

    開 催 日  令和６年９月１９日(木) 

    開催場所  式典：富良野演劇工場  懇談会：新富良野プリンスホテル 
 

（５）女性部会全道大会 

   部会員の資質向上と法人会活動の充実・活性化に資するべく、未来の子供たちへ  

の租税教育として実施している「税に関する絵はがきコンクール」受賞作の発表・  

表彰や、地域の社会貢献活動取組事例の紹介、情報交換・交流の場として開催する。 

   第２４回北海道法人会女性部会全道大会北見大会 

    開 催 日  令和６年１０月１８日(金)    

    開催場所  式典：ホテルベルクラシック北見  懇談会：ホテル黒部 
 

（６）財政健全化のための健康経営プロジェクトの推進 

   我が国の税収の増加、将来の社会保障給付費抑制への貢献を目標に、内閣府から  

公益事業認定を受けている「財政健全化のための健康経営プロジェクト」を、法人  

会全体の事業として取り組み、会員企業の健康経営宣言書の提出を推進する。 



２．全法連助成金の管理運営業務と公益研修事業の充実強化 
 

  道内法人会が実施する税知識の普及、納税意識の高揚に資する活動、地域社会・・企業

の健全な発展に貢献する公益目的事業の実施について、全法連から事務委託を受け、 

道内法人会への助成金に係わる申請・実績報告等の管理運営を行う。 

また、道内法人会が実施する公益事業の研修会・セミナー等を充実強化するため、研

修費・講師謝金の助成を行う。 
 

（１）助成金管理運営事業 

   全法連から委託された助成事業の適正な実施を図るため、助成事業の管理運営業  

務を行う。道内法人会が作成する助成金申請書及び報告書を取りまとめ、公益目的  

事業の適正な運用と公益会計基準に則り適正な処理経緯について検証する。 
 

（２）公益研修事業・社会貢献事業の充実強化 

   会員はもとより地域住民を対象とした研修事業の実施は、公益法人であり納税団  

体の一翼を担う法人会にとって基本的な事業である。各法人会が開催する公益事業  

研修会の参加者増に資するため、別紙１「令和６年度研修参加者拡充運動要領」を  

定め支援する。 

   また、地域に根差した社会貢献事業を推進するため、別紙２「令和６年度地域社  

会貢献活動実施要領」を定め、公益事業の更なる展開と支援に努める。 

 

３．会員増強運動支援事業と広報活動の充実 
 

（１）組織の強化・充実 

   公益法人として法人会組織を存続・発展させる観点から、組織基盤強化・維持に  

向け会員数の純増を目指し、別紙３「令和６年度会員増強運動実施要領」を定め、  

新規会員加入目標値、増強運動強化月間(４ヶ月運動)を設け、前年以上の法人会員  

数の確保に向け運動を展開する。 

   また、法人会役員が率先して新規会員加入を推進し、役員一人一社以上の獲得を  

目指し、全道的な入会活動を展開するとともに、道内全体の会員企業数の底上げを図  

るため、自身の管轄地域の会員増強に留まらず他の管轄地域に所在する事業協力  

会社や知人企業にも積極的に入会活動を展開する。 

   退会防止策については、入会後１～２年の早い時期での退会が多い現状を鑑み、  

セミナー・交流会の早期開催等によるフォローアップに努める。 
 

（２）広報活動の充実 

   法人会組織の基盤強化に向け、広く社会に対し、税の啓発や法人会の知名度向上  

に向け活動内容を紹介し、入会促進に繋げるため、広報活動を積極的に実施する。 

   全法連の広報活動と連携して、ポスター等の掲示や道内新聞各紙への記事提供、  

ＷＥＢサイトの充実、マスコミ等に対するパブリシティ向上に努める。 

   また、別紙４「令和６年度広報活動実施要領」を定め、野立看板の作成・設置やロ

ーカル放送など道内法人会が実施する広報活動への助成を行う。 

 

 

 

 



４．福利厚生制度推進支援事業 
 

  法人会会員サービスの一環として実施している福利厚生制度は、法人会会員の企業 

防衛や経営者の福利厚生の充実に大きな役割を果たすとともに、法人会の財政基盤の 

安定化と事業活動の充実につながる重要な役割を担っている。引き続き福利厚生制度 

の安定的な成長に向け協力３社と協調に努め、厚生制度の更なる推進を図る。 

  令和６年度は、全法連の福利厚生制度加入企業拡大キャンペーン“Challenge・ 100” 

を引き続き推進するとともに、創設４０周年を迎えるビジネスガードについて、ＡＩＧ

損保が行うキャンペーンを支援する。 

  また、北海道の制度加入企業数の純増を目標に掲げた別紙５「令和６年度福利厚生制  

 度推進運動実施要領」を定め、福利厚生制度協力３社と連携し積極的に推進する。 

 併せて、青年部会・女性部会とも協働し福利厚生制度の拡充強化に努める。 

 

５．法人会会員に対する経営支援事業 
 

（１）貸倒保証制度事業 

   法人会会員向けサービス事業として実施している、企業の取引先の法的整理事由の

発生、または履行遅延の発生による売上債権を保証する「会員企業のための団体取引

信用保険制度」の普及促進を図る。 
 

（２）公益・共益セミナー支援事業 

   道内法人会が実施する中小企業のための事業承継対策セミナーをはじめ、税務対  

策・経営セミナーに係わる講師派遣等を支援する。 

 

６．組織・厚生委員会との連携強化 
 

  ・「会員増強」と「福利厚生制度の推進」は法人会にとっていわば車の両輪であり、新

規会員の増加により、制度加入企業の見込先が拡大し、福利厚生制度の加入増加にもつ

ながることが期待される。 

  令和６年度においても、組織厚生合同委員会を開催しより一層連携を深め、相乗効果

を高める。 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・                                     



                                   別紙１ 

令和６年度 研修参加者等拡充運動実施要領 (案) 

                                 

１．運動期間 令和６年４月１日～令和７年３月３１日 

２．報奨の種類とその基準（道法連表彰） 

（１）一定の研修参加率を達成した単位会に対する特別報奨 

    金賞  研修参加率１４０％以上 報奨５万円 

    銀賞  研修参加率１２０％以上 報奨４万円 

    銅賞  研修参加率１００％以上 報奨３万円 

（２）本年度において税法・税務の研修参加率が高い単位会に対する表彰 

    ①全法連表彰 研修参加率１２０％以上（上位４０会）       報奨２０万円 

    ②道法連表彰 研修参加率 ６０％以上（全法連表彰単位会除く）  報奨５万円 

（３）研修参加率＝研修参加人員 (令和 6 年 4 月～令和 7年 3月) 

÷会員数(令和 6 年 12 月末) 

 ※研修の範囲 

（１）単位会の本部・支部・部会（青年･女性部会･業種別部会等）等が開催する研修会 

    （短・長期にわたる簿記講座等。他団体との共催を含む） 

（２）講演会を併催する場合の総会・記念式典（単なる『総会・記念式典』は除く） 

（３）インターネット活用による研修会 

      インターネットセミナー等の参加人員のカウント方法については、全法連の取扱    

いを準用する。 

３．講師謝金助成金の交付 

（１）講師謝金 

     一法人会、支払い講師謝金の範囲内で年間１２万円までとする。 

（２）交付申請 

   助成金の交付は、内容を確認の上、申請の都度行う。 

   申請は①日時②研修テーマ③講師名④謝金額⑤参加者数⑥参加者名簿写を添付の   

上道法連に申請すること。 

４．税務研修会開催助成金の交付 

（１）開催費助成金 

    １回１万円、年間５回（５万円）までとする。 

（２）税務研修会の範囲 

   新設法人説明会、年末調整説明会、改正税法説明会、決算法人説明会、税務研修   

会の開催。各支部等で同テーマでの税務研修会の開催、他団体との共催を含む。   

但し、役員会・委員会等との同時開催ではなく、一般企業も参加できる単独の税   

務研修会を対象とする。 

（３）交付申請 

   申請は①日時②税務研修テーマ③講師名④参加者数（会員・一般毎）を添付の上   

道法連に申請すること。 

 

                                                                         以上



                              別紙２ 

令和６年度 地域社会貢献活動実施要領 (案) 
                                    

１．活動期間 

   令和６年４月１日～令和７年３月３１日 

 

２．活動実施内容 

   地域社会貢献活動については、法人会の重要な活動として「税を考える週間」に併

せた多彩な事業活動や広く社会への貢献に資する活動を実施する。 

   また、地域に密着した社会貢献活動を、親会・青年部会・女性部会が一体となり、

関係機関・団体等と協力し地域の実情に即した活動の展開を図る。 

   我が国の将来を担う子供たちへの啓蒙活動の充実を図るための租税教育にも積極

的に取り組む。 

 

３．地域社会貢献活動助成金 

   １単位会年間１０万円以内とする。 

 

４．助成金の交付手続き及び時期 

   単位会は、事業終了後、第１項の活動期間内に速やかに「地域社会貢献活動実施報

告書・助成金交付申請書」を作成し、道法連に提出する。 

  

                                                                         以上



                               別紙３ 

平成６年度会員増強運動実施要領 （案） 

 

１．運動期間 

（１）暦年運動 （令和６年１月１日～１２月３１日） 

（２）４ヶ月運動（同年９月～１２月の４ヵ月間） 

 

２．目標数値 

（１）純増会員目標（令和５年１２月末会員数以上） 

（２）新規加入目標（法人未加入会員数×１．０％） 

 

３．道法連会員増強運動表彰基準 

  会員増強運動の表彰は次の基準より実施し、基準の算定日は令和６年１２月３１日 

時点の会員数による。 

（１）高加入率維持会に対する表彰 

   加入率７０％以上達成・維持している単位会   報奨 １０万円 

   加入率６０％以上達成・維持している単位会   報奨  ７万円 

（２）本年度新規加入目標達成した単位会（法人対象） 

   最優秀賞 目標数１５社以上           報奨 １５万円 

   優秀賞  目標数１０社以上           報奨 １０万円 

   努力賞  目標数 ３社以上           報奨  ７万円 

   敢闘賞  目標数達成              報奨  ５万円 

（３）管轄地区以外の会員増強を行った単位会 

   一企業当たり（法人・個人）          報奨 ５，０００円 

  （例：○○法人会の役員等が□□法人会地区の会員加入を行った場合） 

 

４．実績報告書 

  令和６年１２月末現在会員数調べの提出と併せ、４ヵ月運動実施報告書を提出する。 

 

５．報奨・助成金の贈呈 

  組織委員会で実績を確定し、通常総会の席上会長より感謝状を贈呈する。尚、報奨金   

については委員会で確定後、該当単位会に贈呈する。 

 

参 考  

 単位会への全法連表彰（法人対象、期間：令和６年４月１日～令和７年３月３１日） 

  ①本年度実績が顕著（純増）な単位会 

   特別最優秀賞（対前年６０社以上） 副賞 ４０万円 

   最優秀賞  （対前年２０社以上） 副賞 ２０万円 

   優秀賞   （対前年 ５社以上） 副賞 １０万円 

   努力賞   （対前年 １社以上） 副賞  ５万円 

  ②会員増強月間における顕著な単位会 １社当たり ２，０００円 

  ③役員勧奨割合が高い単位会 

   令和６年度に役員勧奨により入会(正会員または法人賛助会員)した数を役員数 

(改選後の登記上の理事･監事の人数)で除した割合の上位２０単位会を表彰する。   

                    副賞 総額４２０万円  

                                                               以上



                                   ・・別紙４ 

令和６年度広報活動実施要領 (案) 
 

１．活動期間 令和６年４月１日～令和７年３月３１日 

 

２．助成基準 

（１）野立看板等助成 

   法人会広報活動の一環として、野立看板作成費及びＦＭ等を通じての広報活動に   

ついて助成。 

   ①野立看板助成 

    成額１０万円以内（年２０会対象）ただし、補修の場合は５万円以内。 

   ②ＦＭローカル放送等広報活動助成 

    助成額１０万円以内。 

    ※ただし、野立看板助成会と重複申請はできない。 

（２）ポスター掲示助成 

   法人会活動を一般市民に周知し理解をいただくために、公共施設等の一般市民が   

集まる場所に全法連作成ポスターを掲示する。 

   ①掲示日  税を考える週間を中心（期間制限なし） 

   ②掲示場所 公共施設等（市町村役場、公共イベント会場、ＪＲ駅等） 

   ③掲示内容 全法連作成ポスター 

   ④助成額  １万円（１単位会１回限り） 

 

３．申請等 

（１）野立看板等助成 

   助成は、「野立看板助成」又は「ローカル放送広報活動助成」のいずれか１単位会   

１回限りとし、作成費請求書写しを添付の上、道法連に申請すること。 

（２）ポスター掲示助成 

   ポスター掲示場所と写真を添付し、道法連に申請すること。 

（３）助成金交付 

   道法連は、単位会より申請のあった事業について本要領に照らし適切であるかを   

検討し、広報委員会の審議を経て助成金を交付する。 

 

 

                                                                         以上



                                    別紙５ 

令和６年度福利厚生制度推進運動実施要領（案） 

 

１．期間 

（１）活動期間（表彰対象期間）：令和６年４月１日～令和７年３月３１日 

（２）運動対象：法人会の福利厚生制度 

２．通年運動の実施 

（１）大型保障制度推進運動の実施 

（２）ビジネスガード推進運動の実施 

（３）がん保険・医療保険制度推進運動の実施 

（４）その他福利厚生制度に係わる推進運動の実施 

３．福利厚生制度推進連絡協議会の開催 

  法人会と協力３社が福利厚生制度の具体的な推進方法等について協議するため単位 

会ごとに福利厚生制度推進連絡協議会を開催する。 

  法人会福利厚生制度推進連絡協議会の開催費については、次の限度額の範囲内で協 

力３社が負担する。 

（１）各単位会開催費限度額は、加入実績による。 

（２）開催費は、全額協力３社が負担とする。 

（３）開催方法は、法人会福利厚生制度推進連絡協議会運営要領による。 

４．福利厚生制度表彰・報奨基準 

（１）全法連表彰 

   収入保険料で顕著な実績を挙げた単位会に対する表彰・報奨 

    収入保険料対前年度(令和５年４月～令和６年３月)の１０３％以上  ２０万円 

（２）道法連表彰 

  ①次の目標を達成・維持した単位会に対する表彰・報奨 

    年間新規目標（大型保障）を達成した単位会                   ３万円 

    年間推進目標（大型保障）を達成した単位会                   ３万円 

    年間推進目標（Ｊタイプ新契約高）を達成した単位会               １万円 

    年間新規目標（ビジネスガード）を達成した単位会                ３万円 

    年間推進目標（がん保険・医療保険新契約保険料）を達成した単位会  ３万円 

  ②大型保障制度役員加入率の高い単位会に対する表彰・報奨 

    役員加入率７５％以上                             ５万円 

    役員加入率７０％以上                             ３万円 

    役員加入率６０％以上                             ２万円 

（３）受託会社に対する表彰・報奨 

    年間新規企業獲得件数（大型保障）   上位５名推進員          各２万円 

    年間新規企業獲得件数（ビジネスガード）上位５代理店           各２万円 

    年間新規加入企業獲得件数（がん・医療）上位５代理店           各２万円 

５．報奨金の贈呈 

  令和６年４月～令和７年３月の実績に基づき令和６年度成績を確定し、令和７年度 

第１回委員会において表彰・報奨基準に基づき承認し、会長名にて贈呈する。  

 

以上 


